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ツイッターも
見てね♪URL

新型コロナウイルス感染症のまん延により、こども食堂の開催が難し
い中、それに代わる活動として、新たな食料支援に様々な団体・企業が
取り組まれています。

本紙２ページでも、桑名市内で始まったフードドライブや、フードパ
ントリーに取り組んでいる団体を紹介しています。
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ました。ありがと

うございました！
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お米を量って小分けにする様子

カレー弁当として提供するカレー

たきこみごはんのおにぎり
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ご家庭で余った食品を持ち寄り、地域のパートナーのご協力のもと、支援が必要な
方にお届けする仕組みです。

この活動に、桑名市社会福祉協議会とＮＰＯ法人太陽の家が取り組んでいます。

フードドライブとは

市民のみなさまのフードパントリーの取組紹介
　コロナ禍で、生活にお困りの方へ食料支援を行っている子ども食堂の紹介です。
　現在、コロナ禍で子ども食堂がほとんど開催できていない中、市内の子ども食堂が、フードパ
ントリー（食料支援）に取り組んでいます。個人や企業等からの寄付を受け付けています。寄付
等のお問合せは、下記の子ども食堂までお願いします。

太陽の家
桑名こども食堂
場　所　桑名市総合福祉会館
連絡先　050-5318-3524

［ホームページ］
http://www.taiyounoie2015.com

［E-mail］
 info@taiyounoie2015.com

こども食堂
わくわくフレンズ
場　所　大山田コミュニティプラザ
連絡先　090-5022-3223（吉岡）

［ホームページ］
https://wakuwaku.kurumama246.com/
[E-mail]
kuwanakodomo.syokudou@gmail.com

善西寺
おてらこども食堂
場　所　走井山善西寺門徒会館
連絡先　0594-22-3372

［ホームページ］
http://mytera.jp/tera/zensaiji30
[E-mail] 
zensaiji@friend.ocn.ne.jp

多度こども食堂

場　所　多度まちづくり拠点施設
連絡先　070-7521-3827（林）

［ホームページ］
https://www.sorakaze.org/
[E-mail] 
info@sorakaze.org

ガーデンキッチン・
たんぽぽ
場　所　ガーデン大山田
連絡先　090-1725-9004（平手）
[E-mail]
oyamadasukoyaka@gmail.com

七和なかよし食堂

場　所　七和まちづくり拠点施設
連絡先　090-7317-1064（伊藤）

［ホームページ］
http://778nakayoshi.amebaownd.com/
[E-mail]
nanawa.nakayoshi@gmail.com

たけうま地域食堂

場　所　飲食店たけうま
連絡先　050-5800-7781（上村）

［ホームページ］
http://facebook.com/takeuma.ako

浄光寺
おてらこども食堂
場　所　西南寺　浄光寺
連絡先　0594-31-4881

［ホームページ］
http://www.jokoji-kuwana.com/blog/
[E-mail]
info.jokojii@gmail.com

ファミマフードドライブが始まりました
　桑名市では６月１日（火）からファミマフードドライブが始まりました。
　ファミマフードドライブは、家庭で余った食品をファミリーマートにご持参いただき、社会福祉協
議会等を通じて支援が必要な方にお届けする仕組みです。
　桑名市社会福祉協議会は、桑名市民会館前店と参宮通店で実施します。
　ＮＰＯ法人太陽の家は、桑名安永店、桑名安永東店、桑名東野店、桑名芳ヶ崎店で実施します。
　食品寄付は、未開封で破損がないもの、賞味期限が 2 ヵ月以上あるもの、常温保存のものになります。
　みなさまのご寄付をお待ちしております。

問い合わせ先　桑名市社会福祉協議会　地域福祉課　0594-22-8218
　　　　　　　ＮＰＯ法人太陽の家　050-5318-3524
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誰もが誰もが“つながるつながる”～新しい福祉のかたち～
多世代共生型施設のオープンにむけて　～Vol.5 ～

「障害者相談支援事業」とは

障がいのある人の福祉に関する様々な困りごとについて、障がいの
ある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの
利用支援等の援助を行います。

多世代共生型施設は、子どもから高齢者、また障がいの有無に関わらず、丸ごと誰もが
つながり、支え合うことで生きがいを持って安心して暮らすことができる地域社会をつく
りだすものです。

今号では、その中の一つの機能である「障害者相談支援事業」「計画相談支援・障害児
相談支援」ついてご紹介します。

「計画相談支援・障害児相談支援」とは

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい児（者）の
自立した生活を支え、障がい児（者）の抱える困りごとの解決や適切なサービス利用に向けて支援します。

めざす姿

● ０歳児から成人、高齢者まで全世代、ワンストップで相談対応できる体制を整えます。子どもか
ら大人まで、途切れず継続して支援を行うことで家族や本人の安心につなげます。

● 地域の資源を最大限活用することにより、地域とのつながりを確立し、利用者が地域の一員とし
て生活できるようサポートします。

気持ちがつながる、笑顔がつながる、地域社会につながる

「誰もが“つながる”多世代共生型施設」をコンセプトに

新しい福祉のかたちを追求し、地域共生社会を実現します。

　令和 3 年 4 月より、障害児相談支援事業「つぼみ」が桑名市から桑名市社協へ移管されました。
　「桑名市社協相談支援センター」として、発達の気になるお子さんから 65 歳未満の障がいを
お持ちの方の支援を一体的に行っています。
　保育士・介護福祉士・社会福祉士などの資格を持った
専門職が力を合わせ様々な相談に応じます。

住　　所：桑名市大字江場１１１－１
連 絡 先：0594-25-0580
受付時間：８：30 ～ 17：15
定 休 日：土日祝　年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）
メ ー ル：keisou@kuwana-shakyo.com

私たちが

 支援します



information

この広報紙には「赤い羽根共同募金」を活用しています。

● 生活協同組合コープみえ　様
● 安藤　綾祐　様
● カーブス アピタ桑名　様
● カーブス サンシパーク桑名　様
● カーブス 桑名新西方　様
● 国際ソロプチミスト三重　様
● 桑名北ロータリークラブ　様
● 三重北農業協同組合 代表理事 　門脇　孝　様
● 伊藤　勇　様
● 匿名　８名

善意のご寄付ありがとうございます。
（３/1～５/31）

令和３年度 　事業計画　基本方針概要
●  地域共生社会を実現していくための中核的な役割を担う、多世代共生型施設

（令和 4 年 4 月開所予定）の建設を推進します。
●  桑名市からの事業譲渡を受けて、保育所（山崎乳児保育所）、療育センター、

養護老人ホーム（清風園）を運営します。
●  令和 3 年 3 月に策定した「地域福祉活動計画」に沿って、関係機関と連携し

て地域福祉を推進します。

令和３年度 　収支予算
3 月 25 日（木）、29 日（月）開催の理事会、評議員会において、令和 3 年度社会

福祉事業予算 3,301,443 千円、公益事業予算 500,991 千円が承認されました。

介護認定調査員募集
業務内容　 介護認定に必要な訪問調査を行い、

調査票を作成する
募集人数　数　名
資　　格　介護支援専門員
給　　与　調査１件当たり　3,300 円
　　　　　（交通費別途 500 円支給）
調査地域　桑名市内及びその近郊
そ の 他　 マイカー訪問できる方、簡単な

Ｗ ord または EXCEL 入力有
　　　　　 勤務日数応相談（都合に合わせて自

分のペースで働けます。）
応 募 先　地域福祉課　（担当：内田）
　　　　　電　話　０５９４－２３－３８３０　　
　　　　　　　　　０５９４－２２－８２１８

詳 細 は、 本 会
ホームページを
ご覧ください

詳 細 は、 本 会
ホームページを
ご覧ください

令和３年度おもちゃ病院くわな
開催予定

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを無料
で修理してくれます。おうちで壊れたまま眠っ
ているおもちゃなど、是非お持ちください。

変更時は社協ホームページにてお知らせします。
時　間　10：30 ～ 14：00
会　場　総合福祉会館　（常盤町 51）
問合せ　地域福祉課　0594-22-8218　　　　　

７月５日（月） ８月２日（月） ９月６日（月）

10 月４日（月） 11 月１日（月） 12 月６日（月）

１月 17 日（月） ２月７日（月） ３月７日（月）

緊急小口資金・総合支援金
（生活支援金）の特例貸付について

新型コロナウイルス感染症の影響による休
業や失業等で、生活資金でお悩みの方に対し、
必要な生活費用等の貸付を実施しています。

【8 月末まで延長】
対　象　 新型コロナウイルス感染症の影響で収

入が減少した方
概　要　緊急小口資金：最大 20 万円までの貸付 
　　　　 総合支援資金： 最大 20 万円を 3 ヶ月

にわたって貸付
　　　　※貸付にあたっては審査があります
お問い合わせ　地域福祉課 22-8218
　　　　　　　　  詳しくはこちら➡


